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子ども発達支援計画策定について 

１ 計画策定の背景 

障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正（2016 年６月施行）により、都道

府県・ 市町村は、厚生労働大臣の定める「基本指針」に即して「障害児福祉計画」

を定めるものとされました。 

町田市においては、障がいの有無が明確でない児童も含めた支援計画とするため、

名称を「町田市子ども発達支援計画」として策定します。 

２ 計画の位置づけ 

「子ども発達支援計画」は「新・町田市子どもマスタープラン」の下位計画に位置

づけます。 

 

 

３ 国が示した指針 

 国から「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本

な指針」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 116 号。以下「基本指針」とい

う。）が示されました。本計画は、この基本指針に基づいて作成します。 

 

【基本指針「第三 計画の作成に関する事項」（要点）】 

 ・障害者等の参加  

サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努める 

 ・地域社会の理解の促進 

 地域住民、企業等の参加を幅広く求めるとともに、啓発広報活動を積極的に進める 

 ・総合的な取り組み 

   保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携 

 

町田市基本構想

町田市基本計画
5か年計画17-21
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子どもマスタープラン
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障がい福祉事業計画
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教育プラン

特別支援教育推進計画

町田市保健医療計画
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４ 計画の策定方法について 

町田市子ども・子育て会議で計画案を作成します。町田市は、庁内検討会で計画策定し

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ニーズ調査について 

 親子や関係機関へのアンケート調査によって、支援の実態や関係機関の連携の実態等に

ついて調査します。 

 

親子：障害者手帳所持児童・特別支援学級在籍児童・通級指導学級利用児童 

関係機関：地域子育て相談センター・保育園・幼稚園等・小中学校 

専門機関：医療機関・訪問看護ステーション・都立町田の丘学園・保健所・すみれ教室 

 

親子

専門機関 関係機関

事務局 

調整 

諮問機関 

 町田市 

子ども・子育て会議 

計画立案グループ 

 

庁内検討会 

答申 

ニーズ調査の結果等を基に、

新規事業や既存事業のあり

方、必要量の確保に向けた方

策の提言などを盛り込んだ計

画案を作成します。 

計画案 

作成 

町田市子ども・子育て会議

での議論や意見を尊重し、新

規事業の検討や必要量の確保

に向けた方策を検討し、その

方策を盛り込んだ計画を策定

します。 
「町田市子ども・子育て会

議」の意見集約、パブリック

コメントの実施などを通じ

て、新規事業の検討や必要量

の見込みなどに向けた論点整

理を行います。 

計画 

策定 

連携 

ヒヤリング調査 アンケート調査 
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６ 町田市の障がい児を取り巻く状況 

（１）人口 

・町田市の総人口の過去 5 年間の推移では大きい変動は見られず、2016 年度の現

時点で 427,180 人となっています。 

■総人口の 5 年間の推移 

 

 

・小学生以下の児童数の減少により児童数の合計は、全体的に減少傾向にあります。 

■年齢別児童数の推移 
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（２）手帳・受給者証の状況 

【身体障害者手帳取得者数の推移】 

・「身体障害者手帳」を取得した児童数は、未就学児以外は減少傾向にあります。 

■「身体障害者手帳」の取得者数 

 

【愛の手帳取得者数の推移】 

・「愛の手帳」を取得した児童数は、2014 年まで増加傾向にありましたが、その

後緩やかな減少となっています。 

・一方、小学生以下は、過去 5 年間概ね増加しており、同年齢における人口が減少

傾向にあることを勘案すると、小学生における「愛の手帳」の取得割合が近年増加

していると見ることができます。 

■「愛の手帳」の取得者数 
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【精神障害者手帳取得者数の推移】 

・「精神障害者手帳」を取得した児童数は、増加傾向にあります。 

・「障害者福祉サービス受給者証」を取得した児童数は、増加傾向にあります。特に

小学生の増加幅が顕著です。 

■「精神障害者手帳」及び「障害者福祉サービス受給者証」の取得者数 

「精神障害者手帳」の取得児童数              「障害者福祉サービス受給者証」の取得児童数 
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（３）すみれ教室の状況 

・すみれ教室の利用数は、2015 年には多少減少していますが、増加傾向にありま

す。特に相談件数が増加しています。 

・認可通園の利用者数は、常に定員に達しています。なお、2016 年度から、定員

の柔軟化で、肢体不自由児の受け入れと週１回利用するプログラムを新設しまし

た。 

■すみれ教室の利用状況 

 

（４）保育園・幼稚園などへの通園の状況 

・保育園及び幼稚園に通園している特別な配慮を要する児童数は、増加傾向にあり、

保育園の場合は、5 年間で約 2 倍近く増加しています。 

■特別な配慮を要する児童の通園状況 
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（５）特別支援学級・通級の状況 

・特別支援学級の在籍児童数は、小学生は過去 5 年間増加傾向にあり、特に 2015

年から 2016 年までの 1 年間は、大幅に増加しています。 

・中学生は、5 年前と比べると大きな変動は見られません。 

■特別支援学級の在籍児童数 

 

 

 

・通級指導学級を利用している児童数は、小学生は増加しており、2016 年時点

で、情緒障がい児が 469 人と、5 年間で約 1.5 倍、言語障がい児は 60 人と、約

2 倍となっています。 

・中学生においても、増加傾向にあり、2016 年時点で、情緒障がい児の数が 126

人と、5 年間で約 1.5 倍となっています。 

■通級指導学級の利用児童数 
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（６）特別支援学校（町田の丘学園）の状況 

・知的障害教育部門に在籍する児童・生徒は、小中学部では大きい変動は見られませ

んが、高等部では 2012 年から 2014 年まで大幅に増加し、その後多少減少して

います。 

■特別支援学校「町田の丘学園」_知的障害教育部門 在籍児童・生徒数 

 
「東京都立町田の丘学園」発表資料を「すみれ教室」が集計 

 

・肢体不自由教育部門に在籍する児童・生徒は、年齢別の推移の違いが大きく、中学

生は大きい変動は見られませんが、15～17 歳では 2014 年に大幅に増加し、そ

の後急激に減少している反面、小学生は 2013 年から 2014 年で減少し、それ以

降は横ばいで推移しています。 

■特別支援学校「町田の丘学園」_肢体不自由教育部門 在籍児童生徒数 

 
「東京都立町田の丘学園」発表資料を「すみれ教室」が集計 
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７ 町田市子ども発達支援計画策定における課題 

（１） 医療的ケア児と重症心身障がい児への支援について 
■医療的ケア児の推移 

 
「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究」の中間報告 

 

■特別支援学校及び小中学校における医療的ケアが必要な児童生徒数 

 
文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果」 

 

（２）切れ目のない支援について 

■発達に関わる支援（相談）の現状 

 
（３）適切なサービス提供について 

■計画策定におけるセルフプランと相談支援プランの割合 
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町田市子ども発達支援計画策定における課題まとめ 

社会的な背景 町田市の取り組みの状況 町田市の課題 

・市民病院ではＮＩＣＵの設置により、乳幼児医療を拡充している。ま 

た、医療的な関わりが安定した児童を保健所等の相談機関に繋げてい 
る。 

・保健予防課では重症心身障がい児の訪問看護事業を 実施している。市 

民病院から紹介されたケースは必要に応じて対応している。 

・障がい福祉課では、障害児通所支援の給付の認可、居宅介護や短期入 

所等の自立支援サービス、レスパイトケア等 の事業を行っている。 

・「すみれ教室」では、2016年から認可通園部門での肢体不自由児の 
受け入れ 及び 保育所等訪問支援、障がい児相談支援を開始した。 

・保育園等及びすみれ教室で医療的ケア児の受け入れのための体制づく 
りを開始した。 

・保健予防課では１歳６ヶ月児健診、３歳児健診を通して、発達に心配 
のある子どもの保護者に対して、個別心理相談やあそびの会の事業を 

行っている。 

・地域子育て相談センターやマイ保育園等で発達の相談を受けている。 

・市内には、難聴児を主に対象にした児童発達支援センターが野津田町 

に、3障がいに対応する福祉型児童発達支援センターが市内中心部にそ 

れぞれ 1か所設置 している。 

・ 障害児通所支援施設の 児童発達支援 事業所 は市内に８施設、放課後等 

デイサービスは市内に２６施設ある。 

・障がい児相談支援事業所は市内に 6施設ある。 

・障がい児支援サービスの保育所等訪問支援事業は、 すみれ教室で実施 

している。 

（２） 

  

   
切れ目のない支援について 

 
・ 妊娠から出産、その後の健診等での早期発見から早 
期相談、療育への切れ目のない体制が整備されてきて 
いる。 

 
・近年、LD、ADHD、高機能自閉症など、通常の学 
級に在籍する特別な配慮が必要な児童・生徒の割合は 
増加傾向にあり、その支援体制の整備が急務となって 
いる。 

                「発達障害者支援法の改正」 
      （2016年８月１日施行） 

 
・すみれ教室は就学前の児童の療育・相 

談を実施し、就学後は教育センターで 

相談を行っているが、 乳幼児期から学齢 

期まで 同一箇所 で継続して発達につい 

て相談可能な機関がない。 
 

 

 

基本指針案① 

「地域支援体制の構築」 

 

基本指針案② 

「保育、教育、就労支援等 
の関係機関と連携した支 

援」 
 

基本指針案③ 

「地域社会への参加・包容 
（インクルージョン）の推 

進」 

・特別支援教育におけるインクルーシブ教育の推進。 

 
・教育センターでは市内の 幼児から 18歳まで の子どもの教育に関する 

問題について様々な相談に応じている。 

 ・教育センターでは年長児を対象に就学相談会を、小学６年生を対象に 

進学相談会を行っている。 

（３） 

  

  適切なサービスの提供について 

 
・障害児通所支援施設の放課後等デイサービスでは、 
量的な拡大が著しく、その費用・事業所数・利用者数 
が大きく伸び、多様な運営主体の事業所が数多く参入 
している。一方で、発達支援の質について問われてい 
る。 

 
               「児童福祉法の改正等」 
     （2012年４月１日施行） 

 

 
・ それぞれの子 どもに合わせた「サー 

ビス等利用計画」を作成し、それらを 

利用するにあたってセルフプランでは 

なく、その子に必要なプランで給付認 

定を行っていく必要がある。 
 
・放課後等デイサービスの量的な拡大 

が著しい中、運営事業者の高い質の確 

保が求められている。 
 

 

基本指針案⑤ 

 
「障害児相談支援の提供体 

制の確保」 

（１） 

  

  
医療的ケア児と 

  重症心身障がい児への支援について 

 
 
・医療技術の進歩等を背景として、 出生後、 ＮＩＣＵ 
等に長期入院した後 も 、 引き続き 医療的ケアを必要と 
する障がい児が増加している。 

  
・こ れらの児童が学校や保育園・幼稚園等 に入るにあ 
たり、 医療的ケアを保護者が担 うなど 様々な条件があ 
り、大きな負担がかかっている。 

 
   「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正」 
          （2016年６月３日施行） 

・医療的ケアを必要とする障がい児の 
ための相談窓口が設置されていない。 

 
・重症心身障がい児や医療的ケア児を受 

け入れていくために、医療と連携をし 

た体制づくりが必要である。 

 
・保育園、幼稚園、学校等での医療的 

ケア児の 受け入れに際し、家庭に大き 

な負担のかからない体制の整備が必要 

である。 

基本指針案④ 

 

「特別な支援が必要な障が 

い児に対する支援体制の整 

備」 

社会保障審議会（障害者部会） 

における指針案 2017.1.6 
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